
●市民税・県民税の申告が必要な方 

次の表は、一般的な例で作成した、申告が必要かどうかの判定表となります。 

市民税・県民税の申告が不要でも、複数の給与・公的年金の支払いを受けている、源

泉徴収された所得税額が少ないなどの理由で確定申告が必要となる場合があります。 

※確定申告が必要かどうかにつきましては、国税庁ホームページ等でご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【スタート】 

令和８年 1月 1日に蕨市にお住まいでしたか。 

令和８年1月1日にお

住まいであった自治体

に確認してください。 

確定申告書を 

提出しましたか。 

市民税・県民税の申告は

不要 

令和７年中に 

収入がありましたか。 

（遺族・障害年金、失業保険 

などの非課税収入を除く） 

主な収入は 

給与でしたか。 

収入は 

公的年金のみでしたか。 

給与以外の所得が 

20万円を超えていましたか。  

すべての勤務先から 

「給与支払報告書」が 

蕨市に提出されていますか。 

 

確定申告が必要 

市民税・県民税の申告が

必要 

給与以外の収入（事業・公的年金・

個人年金など）がありましたか。 

市内在住の親族の 

被扶養者（注１）ですか。  

 

市民税・県民税の申告は

不要（注２） 

市民税・県民税の申告は

不要（注３） 

市民税・県民税の申告が

必要 

市民税・県民税の申告が

必要 

市民税・県民税の申告は

不要（注３） 

注１：扶養している親族の確

定申告書、市民税・県

民税申告書、源泉徴収

票などに控除対象配

偶者や扶養親族とし

て記載されている方

です。 

注２：所得金額が記載された

非課税証明書が必要

な方は申告が必要で

す。 

注３：源泉徴収票の控除内容

を修正する方または

医療費控除等の記載

のない控除を受けた

い方は申告が必要で

す。 

 

はい    いいえ に沿って進んでください。 


